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來
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其
の
英
國
が
、假
令
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一
時
が
り
と
も
，多
年
の
傅
：就
：的
：主
義
政
，策
を
拋
：寨
せ
：ね
ぱ
な
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ぬ
こ
ふ
に
立
至
：つ
お
一
ホ
は
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し
く
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極
の
革
命
と
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は
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ば
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ら
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の
自
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す
る
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が
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方
面
か
ら
料
る
こ

'
i
能
.は
：ざ

る

に
，：至

'
.
9ね
。且
阿

.部

利

加

、に

於

：
け
.，
る
：ー
挪
逸
：
の

殖
R

地
も
♦
は
殆 

ど

全
く
英
國
の
に
歸
し
、埃
及
も

.此
機
會

.：を
以
て
從

'
.前

.の

.咨
漠

.な
'る
勢
力
辟

®

て
ふ

.名
：義
を
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ル
め
て
純
然
ね
る
保

‘讓
國

i
.爲
.し
て
了
つ
た
。戰
費
：か

.ら
；云

'つ
て
も
捕
廣
侧
-の
財
政
が
錄
々
遊 

淑
を
吿
ザ
；ゥ

\

あ
-る，に
引
き
換
へ
、英

H

は
其
の
莫
大
な
る
自
國
の
，堪
費
を
支
出
、す
る
外
、尙

.1^ 

盟
諸
國
め
錢
用

.を
も
融
通
す

.る
だ
け
の
儉
裕
.を
具
べ
て
居
る
。英
國
の
欢
沿
家
，が
®
々
锻
後
の 

脑
利
我
に
レ

i

揚
.言
ず
る
は
、必
，す
し
も
味
方
の
士
氣
を
敦
舞
す
る
空
言
駄

.法
螺

i 

9み
聽 

く
：可
き
で
な
い
。
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-

然

り

と
，雖
も

.英
國
が
此
の
振
，古
未
曾
有
.の
大
戰
爭
に
脅
し
て
其
の
古
来
の
自
め
制
度
を
維 

特
し
得
す
、遂
に
敵
方
の
軍
國
主
義
.に
傲
は

'ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
：つ
.
め
は
、

fi!

し
く
英
國
制
度

. 

の
失
革
命

i

云
は
ね
ぱ

.な
ら

.ぬ
0
#後
の
勝
利
を
狼
れ
い
ん
の
念
慮
が
英
阔
人
を
し
て
此
の
.大 

決4

に
出
で
し
め
た
る

•こ
i

圓
ょ
み
云
ふ
迄
も
な
い
が
、彼
等
が
此
の
決
心
に
至
る
迄
の
慘
赠

た
る
苦

’岡
の
跡

.を
檢
厳
す
る

.事
は
雜
常
に
典
味
あ
る
题
目
で
あ
る

^

は̂
左

に

何

故

に

英m
,

が 

徵
兵
制
度
を

'俳
斤
し
て
載
與
兵

-制
.腐
を

.极
タ
來
ゥ

t
eか
、少
し

{

其

.の
‘由
來

‘を
叙

'ベ
、次
，じ

i

败

.

以
.後
英
國
の
陸
制

-度
‘
.が
如
何

rな
.る
總
ボ
を
經

'來
，つ
て

.這

^
遂：：

に
.顆

制

徵

兵

賊

を

：採

用

す

る
：：

に

か

、與
等
の
次
第
を
說
明
レ
や
ぅ
と

.思
'ふ
。

f
.

H
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‘ 

.

英
國
が
軍
國

.主
義

(Militarism)

並
び
其
の
具
體

.た
る
徵
兵
制
度

(conscription).

を
雄

M
.す
る
ゆ 

來
は
極
め
て

.古
い
。チ
，ャ

I

ル
ス

一,

世
が
國
會
に
軍
費
を
要
求
す
る
の
，烦
勞
を
厭

て
、0
に
ポ
用
：
 

金
を
當

.豪
貴
族
に
赋
課
し
た
り
、或

.は
强
制
的
に
兵
嫁
を
民
家

‘に
®

泊
せ
し
め
れ

b

し
た

.事
は

' 

T
:の
肖

.減
を
招
い
た
.®も
な
る
原
因
で
あ
つ
た
け
れ
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英
國
人
が
痛
切
に
軍

.人
の
跋
®
を
恐 

れ始めたのは、
寧
ろ
ク
ム

-ク
ぶ
及

.び
其
織

：&

释
が
、或
は
國

.愈
を
强
制
的
に
解
散
し
た
り
、或 

は
‘國
會
の
憲
法
制
足
搬
を
剝
奪
せ
む

i

就

みU

り

し
お

.時
，代
か

‘ら
で
あ
，つ
た
。夫
れ
.で
餘
释
國 

家
の
必
要
に
迫
ら
れ
な
い

.限
り
は
、英
國

A

を
し

.て
' 徵
兵
舶
度
、否
徵
兵
制
度
ら
し
い
も
の
に
す 

ら
服
從
せ
し
む
る
こ

，
i
は
出
來
な
い

•填
地
利
や
獨
逸
が
：各
自
徵
.兵
制
度
を
弾
制
；し
て
，忌
が
，

ジ
.

I
グ
•人

や

.，波

蘭

人

を

し

て

其

，
同

胞

M

族
i

#
ゆ
-相

殺

が.
し

む
' る

が

：
如

き.慘
劇
を
條
觀
し
、
 

t

彼
‘等
英
國
人
の
辅
國
主
義
を
赚
悪
す
る
念
は
盤
々

®

：:む
に
な
.
る
.
の
で
力

た
。加
之
族
國
人 

か

轉

王

か

自

*
s

を
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得
せ
ん
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し

た
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勝
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關
係
し
て

1
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^

つ
た
。，ソ
ィ
リ
ァ
.ム

S

世
の
治
世
に
國
會
が
常
備
取
の
，費
用
を
向
ふ

1

ギ 

に
限
レ
識
決
し
て

‘
國
主
に
供
與
す
る
制
に
し
た

.の
/は
、是
れ
が
會
々
其
れ
迄
は
國
：王
の
隨
意
に 

國
會

を
？？

集
し
來
つ
ね
償
例
を
廢
じ
て
當
備
取
を

.
維
持
す
る
必
要
上
、否
應
な
し
じ
每
ギ
必
す 

國
會
を
開
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
や
う
に
な
つ
た

.
英

國

.憲

法

.，
上

の

J

新

.紀

元

を

開
 

に
至
つ
た
服

®

 

な
つ
.

た
け
れ
ど
、要
す
る
に
ミ
ジ
タ
タ
ズ
ム
の
毒
横
'に
懲
.々
し
れ
英
國
人
が
民
權
を
以
て
武 

0
t
0 

'へ
む
i

す
る
'

劍
意
に
出
で
た
も
め
で
あ
る
。英
國
人
が
個
人
の
自
由
利
を
す
る 

'

念
の
深
き
ぇ
實
に
吾
々
の
想
像
以
上
で
あ
る
。此
の
尊
ぶ
可
き
個
人
の
自
由

i

傅
利
れ
る
や
、國 

家
の
威
力
を
以
て
し
て
も
容
易
に

#

ふ
こ

i

を
許
さ
な
い
。故
に
英
國
の
政
：.治
家
は
暴
動
を
鎭 

勝
し
た
り
罷
業
を
制
遏
す
る

®

に
も
*
殆
と
武
力
を
用
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
..捉
い
例
は 

!

九
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一
一
ギ
の
鐵
道
從
業
者
大
同
盟
满
業
の
際
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ィ
ン
ス

.
ト
ン
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チ
ャ
，
1

チ
ル
が
兵
隙
を
動
か 

し
た

-0

云
ふ
の
で
大
に
與
論
の
攻
離
を
受
け
て
、彼
は

k

ち
內
相
の
倚
子
を
擲
ざ
る
を
得
な 

力ウたこ

i

に
徵
し
て
も
明
か
で
あ
る
ボ
竟
す

•
る
に
ミ
タ
タ
ジ

.
ズ
ム
の
英
國
人
に
嫌
惡
，せ
ら

■
る
、
所
以

‘は
、事
、を
論
究
す
る

.に
方
ぐ
て
、道
理
と
善

-意
.の
働
く
範
圓
を
狭
く
す
る

i

云
ふ
に
歸
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"
.翁す
る
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英
懷
人
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.
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見
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グ
タ
ズ
ム
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化
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徵
矣
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、度
は
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な
る
形
式
を
収
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し
て
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"
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導
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云
ふ
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祭
破
翁
戰
爭
翦
か
ら
歐
羅

E

大
陸
諸
國
は
大
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，徵
兵
制
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を
布
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け
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だ
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a
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s
y

s
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e
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を
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守
K

V

来
つ
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た
。海
辕
さ
へ
.

强
け
れ
ぱ
、殆
と
外
敵
の
侵
入 

を
許
さ
な
い
英
國
の

-

鳥
國
れ
る
地

a

的
境
涯
に

A

う
こ
-

a
:
’

の
大
な
を
圓
ょ
で
あ
る
け
れ

A
J
、
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.英
國
人
が
個
人
の
自
由
を
変
す
る
の
念
が
强
い
證

•左
-で
あ
る
。英
圓
路
備
敏

(standing arldy)
の 

起
，照
は
チ
ャ

I

ル
ス
ニ

'世
の
時
代
に
：任
る

•の
で
あ
る
が
、并
常
俯
軍
に
は

U

種
類
あ
つ
た
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ニ
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封

逮

制

度
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遺

物
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た
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r
r
a
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チ
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k

ス
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世
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：頃
か
ら
民
兵
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i

辦
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ら
れ
来
ウ
れ
右
來
の
所
謂
ぼ
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a
n
d
s

で
あ
る
。精
傅

®

i
,云
，つ
へ
て
も
、當
時
は

A

萬
五
中
人
位 

で
あ
つ
た
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ャ
ソ
ザ
ム

T
V

二
世
は
國
會
の
協
賛
を
經
ホ
し
て
恣
じ

'之
を
三
萬
人
に
增
加
し
た
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® 

れ
が

m

の
位

を
失
：う
に

.至
，
‘つ
な
重
も
な
る
旅
因
の
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ウ
で

$

つ
.お
。國
會
の
.方

で

は
，
國
王
が
，
#

和
の
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'時
に
自

.已
の
機
：威
に
依
て
多
，數
の
軍
隣
：を：養

う

は

國

民

を

★

か
：し
虐
政
を
導
ぐ
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で
あ
る
と
云

.ふ
の
で
、

t

六r
<

九
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植
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參
狀
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i
g
h
t
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國
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の
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し
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は

0
S 

(

ニセ九

)

論

靓

、

英
國
の
强
制
徵
兵
制
皮
 

號 

b



娘
十
せ

01,

八
2
 

.

1

k

其國ゅ强制徵

®

度

.

-

.
第

§

 

L

1

の
タ
ス
サ
に

.限
て

.
S

«

を
I

す
る
に

.
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す
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國
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；
膨
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政
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兵
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廿
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n
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あ
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又
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。
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K
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よ
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で
ぁ
つ
た
際
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に
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制
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■
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し
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ザ
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光
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i
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以
て
释
大
隊
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缺

M
ど
補
充

M

又
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内

S
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通
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業
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當
ら
し
む
：

る
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W
:に
，し
お

‘失
れ

が
、ん.举
も
市
街
地
屈
民
の
，爱

P

者
か
ら
成 

る:Voi

暴

S

を
以
て
所
請

.地

-
^
,
.
取
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频

成
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等
の
志
：

®
:族
に
は
海
外
勸
務
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當
.る
の
播
利
を
駒
る
事
に
し
ね
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囘
の
戰
ザ
の
撰

.0

に
.正
规
兵

(Regu!arsy

の
外
、
®

ち
に
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土

 

に
出
⑩
し
て
齋
戰
し
れ

.の
'は
、是
等
地
方

®

で
ぁ
つ
：

.た
，？：

； 

.

,
一
昨
年
八
月
英
國
が

.獨
；逸

ふ
、
.開
戦
し
た
以
前
、英
本
蘭
ビ
於
け
：を
.史

，規

琴

が總
計
十

l
i

ポ

1: 

I
t

ゾ
で
外
駐
范

'の
正
规
兵
が
十

！

萬
七
千
人

®

も
印
度
、埃
及
、商

S

其
他
は
於
け

.る
0

人家ノ 

m

し
て
豫
偏
兵
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A

I
 Reserve).

が
十
四
蔣
六
千
人
で

^

1

.
の
豫
«
兵

制
t

は

)
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五
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，年
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設
せ
ら
れ
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後
多
少
の
變
遷
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經
来
つ
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。
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t
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參
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n
t
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む
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；
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；#

る
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全
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别

轉0
睡

：解 ̂

タ
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チ
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m
.の
粗
織
は
：外
間
で

.は
索
愈

.
®
:評
を
加
：へ

-
て
M

;る
'け
れ
と
ま
園
人
は
ま
常
の
成
功

i

稱
し
て
、
 

居
る
：。

^
方
.に
於
て
民
兵
の
郁
充
部
隙
が
多
熟
大
陸
遠
.征
賊

,

f

H
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F
o
r
c
e
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に：參
加
し
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の
i
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方
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.
堪

，
か

，
ら

外

粒

泰

鯽

举
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：多

：
か

：
0
.
た

V
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：
i

は
、
何

れ

も

贫

國

人

ゆ

赞
.興
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烈
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辱
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。
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國
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參
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か
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過

す
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れ
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職

線

は

ま

曾
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圓
に

0
太
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ぢ

然

务

陛
戰
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於
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聯
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：
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.形

0
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、戰
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つ
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し
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分
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ぬ
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ぅ
じ
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来
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を
今
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ら
ぅ

i

す
る
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迄
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お
ょ
力
も

 

一
®

の
徵
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ふ
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叫
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热
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又
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ら
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節
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な
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養
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家
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i
味
す
る
◊张
制
は
即
も
勢
働
密
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rの
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と
す
る
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眼
罷
業
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•を
權
力
を
：ぱ
、參
參
剝
翁
す
る
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を
意
味
す
る
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制
廣
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布
か
る
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に
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に
も
强
制
が
行
は
；れ
て

.お
に
勞
働
を
し
て
資
本
家
の

..r

論
の

犧
牲
に
供
甘
し
む
る

.事
に
化
る
。是
の
如
き
は
組
織
ぁ
る
勞
働

.の
，斷
じ
で
許
す
能
は
ざ
る
听
で

ぁ

る
努
鄉
夢
の
目
か

、-

^
觀
れ
ぱ
、是
れ

.は
-単
に

-强

制

を

，
合
：
む
，
ぱ
-か

り

⑧
：
な
，
く
、
過

去

'

十

 >1:1=
?

ド

.常
の
ネ
酸
を
嘗
め
莫
大
の
犧
牲
を
拂
て
折
角
に
獲
得
し
た

‘産
業
戰
银
の
坊
果
を
.失
ふ
も
の
で

ぁ
る
。此

の

如

資

本

家

i
勞
働
者
と

&

域
隔
：じ
.

.
H
r

ウ
て
、纖
兵
，制
度
の
照
題
は
直
ら
に
⑩
及

n

の
.

®爭

i

浪
清
せ
ら
れ
て
、厳
早
镇
な
る

’ 

事
，.，上
の

方
：：

策

i 

.
し
，.て
其

'俄

.値
を
制
斷
す
る

.
こ
i

が 

出
來
な
い
や
ぅ
に
な
ク
て
來

.た
。

:.:

事
態
は
视
近
に
於
け
る
救
府

~y.

國
會
の

*
威
の
衰
微
に

；
® 

1,

,層
紛
.糾
し
て
；辨
た
。

ト
，九 

世
紀
の
後
♦
に
於
て
選
'舉
權
を
與
へ
ら
れ
た
人
.民

の

多

數

，は

一

選

舉

人

：
i
し
て
彼
等
に
課
せ
ら 

れ
た
充
分

の

貴
任
を
辦
ま
へ

'な
か
つ
た
。爲
救
者
の
階
級
に
於
て
も
亦
是
等
の
新
ら
し
い
選
舉

人
を
き
瓶
し
て
彼
等
の
前
に
國
利
民
福
に
仲
へ

る
.，

公
誠
な
る
政
策
を
提
供
す
る
こ

i

を
游
さ 

^
 
し
て
、
S
 
じ
自
‘家
の
.
K
 

S
 り
'

■
SS-

か
■..'
文
ム
ロ 

K
? 

) 

<
, 

S

、J
i
l、：l
:
;
-
. 

，

に
政
；iiti

上
.
の

厳

、®
ま
、廣

告

、

•
用
ひ
：て
參
數

I

な
事
に
，の
み
腐
心
し
た
ゆ

.で
：ぁ

.る
。下
，流

a

#
の
政
'
i

さ

i

流
軟
禽
：
 

の
ダ

M
m
m 
.の
'宜
し

t

得
：f

所
に
、更
ら
に
貧
常

f

階
級
間
の
鬪

f

が
加
は

つ
：，

て
取 

だ
の
で
、
S
々
政
治
家

t
人
民
と
の
間
に
於
け
る
陳
隅
不
信
を
«
起
し
、假
分

®
會
で
多
數

を
., 

し
た
と
し
て
も
、近
来
の
政

S

何
れ
も
其
の

i

が
弱
い
。
§

弱

f

 

4囘
の
聯
合
内
照
に 

於
て
も
，
し
て
居
る

.

縦
..3

其

れ

は

總

の

#
:
派
を
代
表
し
て
居
て
4
0
M
.
♦正
©
國

g
欧
サ
と 

は
ま
へ
な
い
。其
れ
は
導
ぐ
人
i
導
か
る

.
人
も
の
間
に
完
全
な
る
了
解

i
信
枉

i
が

.
ン̂
て 

生
す
る
所
の
權
咸

i
力

i
を
具
へ
て
居
な
い
云
々
。

 

、

以
上
ラ
ク
ン
ド

iダ
-
-

プ

ル

：
誌

の
‘所

說

は

：
英

國

，
の

徵

兵

：
を

困

難

な

‘、
ら

し

むる】

面
を
卿
明
し 

て
阶
？

い
の
で
ぁ
る
。

§

勞
働
と
資
本

i

0

xし
き
紛

f

i

m
の
：平
器
弾
藥
與
他

S

 

n

品
の
供
給
に
多
少
の
障
害
を
及
ぼ
し
た
る
は
蔽
ふ

.可
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
る
ゾ

‘

'

英
國
は

5

s

:

:

l

:

i

§

不
足
を
感
？

同
時

S

方
に
於
て
は

f

 
.あ

需

み 

さ
足
を
も
吿
け
た
の

#

ぁ
.る
f

従
来
の
姑
息
的

®
雷

s

i

を
改
華
す
る
の

I

を 

感
じ
て
、昨
年
五

I

命&

間 
'の
成
立

I

時
ち
,：ィ

r

ジ
：
ョ
：
ル

ど

は

大

藏

大

I

ら
I

て
、

I

の
I

l

f

 

I

Iめ
；2

は
S

I

ねR

 

1

1

£
に

，
於

ける
i

$

翁
.

o

i
 

織 

i

i

i
使 

i

 

s



、ド、’，，
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,0̂
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ニ 

A六) 

'跡

耽

爽

屬

S

制
S

制
® 

i
號

S

を
利
用
し
て
所
謂

®

激H

圾

，の

大

動

員

を

I
S

ウ

た

。；火̂

國

の

目

ぜ

し

i

私

立

工

場

は
 

徵
厥
し
て
大
々
的
に
兵
器
弾
藥
其
他
の
取
需
品
工
場
に
充
川
し
ね

’
の

で

あ

る

。
®

‘等 

ら

傲
®

せ

ら

れ

れ
®
 |

g

品

法(The Munitions of W
a
r

 A
c
t
)

は

取

0 

^
造

場

こ
A
r、

紛
鶴
の
：强
制
，伸
裁
、摩
雷
品

M

場
を
戰
時
中

.
政

庶

接

:

の
維
織
監
督
の
下

.
に
m

y

,こ
 

然
卿
に
關
す
る
裁
制
組
織
等
に
圓
し
た
も
の
で
あ
る
；

'
何+
需
品
に
側
す
る
諸
法
桃
の 

ク
ム
1

ル
ス
炎
坑
々
夫
大
同

®

罷
業
に
脇
し
て

"

ィ
ド
.

ジ
ぶ
ジ
の
仰
爽
路
ウ
て
ク
ユ 

に
關
す
る
法
；g：

の
設
t:;ル
に
就
て
は
ラ
ク
ン
ド
•テ
ー
プ
ル
九

パ

傭

を

兄
よ

)

。

1

切

^

を 

の
，n
的

か 

け

る

働
 

と

、#
:
び

に 

制
お
.及
び

I

ル

ス
^

i t

此

の

如

く

政

府

は

1

方

に

於

て

大

に®

需
品
の
供
給
地
加
を
鬪
る

i

ぽ
時
に
、也
方
に
於
て 

は

n

々
盤
々
不
を

$
1

げ
来
る
兵
員
の

®

徵
に
腐
心
し
，た。昨
年
六
月
國
會
を
通
過
し
た
國

W 

登

®

法(National R
e
g
i
t
t
i
s

 A
c
t
)

の
提
せ
ら
れ
た
時
、徵
兵
制
反
對
瑜
ポ
は
、之
を
以
て
攻
价
ボ 

&

か
ら
づ

® 

f
徵
兵
，を
企
ウ
る
意
圓
ぁ
る
も
の

i

し
て
、
®

む
に
攻
職
；

し̂
れ
が
、政
ゆ
は
®
家
ゆ

極
の
必
要
-に

愿

し

む

.る：

蔣
、國
民
，が
®
時
に
取
公
す
可
き
如
何
ル
る
货
格
ぁ
る
か
を
豫
じ
め 

歌
査
す
る
も
の
に
週

5
^
5
1
,な
ぃ
 

'と
難
.明
し
て
、间
法
案
は
大
多
數

.を
以
て

f
t、路
ど
'通
.

Sし
，た
感

f
e
.

登
资

.法

.

.の，..；韻
’益
.
.に
' 

M
や

？
米
國
，
政'、麻
.，：ホ
：

■*■<̂..12::

す
..五
，
日

合

：辦

.：.

王
"國
.，全
..膨

直
，
.タ：

て
、
現
.に
.陸

海

'.:堪..没
、
 

に
從
事
し
て
居
る
者
以
外
の
十
五
儀
乃
至
六
十
五
竊
の

5?̂

子
全
體
に
對
し
て

®

織

を

命

じ

た

，。 

其
れ
は

】

足
せ
る
ピ
ン
ク
色
の
書
式

(

、
u
a
k 

f
o
r
m

i

挪
す

)

内
に
名
前
、住
所
，ギ
齢
、生
®
若
し
英 

國
人
な
ら
ざ
る

i 

&は)

、獨
身
か
々
妻
ポ
か

®
夫
か
、十
五
谈
以
上
及
び
以
下
の
子
女
徵
人
を
狄 

養
す
る
か
、職
業

(

W

主
の
名

i
も)

、何
れ
の

{ほル？
に
勸
務
せ
る
か
、现
が
從
せ
る
職
業
以
外
の
業 

胳
に

f
f
i
:
;
滅
せ
る
か
此
の
か
き
他
の
業
膝
に
從

5
^

す
る
を

#

る
か
又
從
；

^
す
る
を
欲
す
る
か
、以 

ト1

の
を

‘Nr^

に
就
て
登
斜
を
了
し
た
る
者
に
は
突
れ

/

\
誰
明
を
交
付
し
た
，何

f
s

戲
人

i

云
ふ 

大
数
が

1

ぬ
に
登
鋭
す
る
の
、で
あ
る
し
、然
も
書
式
內
に
記
入
す
可
き
事

‘項
に
就
て
幾
多
の

®
 

旧
か
起
る
と
云
ふ
の
で
、政
府
は
敷
千
の
役
人
を
使
ひ
、又
民

i
i

を
志
の
時
肋
が
大
勢
應
谈 

し
た
.に
も
拘
は
ら
す
、非
常
の
泥
雑
を
極
め
た
の
で
あ
る
。

國
民
登
錄
法
の
，

K

施
と
相
前
後
し
て
徵
兵
論
者
は
有
力
な
る
新
旧
紙
を

後
拨

i

し
て

大
 々

的
"
#

》

動
を
開
始
し
た
。各
戦
線
に
於
け
る
損
害
は

#

情
の
數
に
上
ぱ
リ
、

1

方
.

M
慕
者
の
激
は

i
 

次
腿
減

Q

倾
向
が
見
へ
て

*

る
。
此

上

は

，
國

民

，

j

般
の
奉
公
を
强
制
す
る
の
外
な
い

i

は
國
家

社
會
の
高
位
を
占
む
る
參
敷
愛
圃
者
の
主
張
で
あ
つ
た
。純
み
に
徵
兵
論
ポ
の
主
張
の
要
點
を 

(

二X

S
 

#

 

^

篇
の
§
徵
益
庶

 

想
i
 

- 

K

I F -

11
1

H
V

,f i 

ぃ!

^
v

,
,

-
F
^
v

>!
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奶

十

想

0
1
A
A)

.
魏

說

‘
巧
國
の
.
誤

徵

制

瓜

 

你
i
s 

H
、 

，

. 

- 

.
-
-
■

列

取

せ

む 

'かc:
s

戦

爭：.

の

事

傅
.；は

：織
-
^
.重

大

：は

趣

く
 

.
9で
、斷

：
じ
：
'て
.ギ

じ
.兵

鼻

墙

加

の

：、必

要

，お

る 

事U
1
)

現

今
‘に
.，

H

1
.

劑

の

愛
®
,群

の

み

纖

嚴

し

，て
、
敬

着

な

：猜

..る

い

國

家

に

對

す

る

義

務

を

逃
 

避

t 

T居；：
る

0
が

少

な

く

な

い

：か

此

；の
，
義

務

を

1:^平
.：

に

分

婦

す

る

事

、

(

三)

社

會

の

を

階

級

が
 

お

募

に

應

す.る

は

賞
.識
す
可
き
も
ギ
後
は
漸
次
處
慕
者
の
遞
轉

f
:る
.
#
;等
で
♦
ら
ぅ
ぜ
の 

®

力

勞

織

社

會

，に
.；太
な
る
反
：動
を
恭
起
し
ね
ふ
云
ふ
，：の
は
、政
麻
が
徵
兵
論
者
め
主
張
に
腿 

迫
せ
ら
れ
て
、

1

方
め
言
の
み

.
に

，聽

き

遂

：

に

，
は

即

.

時
.徵
兵
制
皮
を
布
か
む
+

倾
向
が
見
へ
ね
か 

ら
で
あ
る
。仍

.で
賭
方
の
勞
働

.組
合
は
織
む

な

る
i
 

ハ
反

»

運
動
を
開
始

‘し
た
。勞
働
が
戰
镇
に 

策
し
て

必

要
缺
く
可
か
ら

ざ
S

，地

‘位
を
ト

2

め
.
Iて
居

る

と
の
勞
働
者
の

®
 

&
ょ
、ク

ラ

f
ド

 ̂
 ̂

所

や
サ
ク
ス
ク

r

ル
ス
：に
於
け
る

同

盟

'罷

業

依
て
暴

露
せ
ら
れ
ね
無
責
任
な
る
利
已
的
の 

155̂

求
に
於
て
觀
察
せ
ら
る

、
。此
等
の
顯
象
は
爽
國
め
名
後

♦

爲
、哀
し
む

可

き

、出
來
事
で
あ
る
。
 

叫

罷

業

i

リ
ダ
ク
，ァ
タ

.ト

.

8生
め

.方

.か
ら
停

H
,

す
る
事

)

と
は

S

需
品
法
'に
於
て
戦
時
中
に 

限
h

.

三
週
間
を
隅

.

て
而
か
も
商
：務
院

0

仲
，骤
功
振

め

ら
ざ
i

上
な
ら
で
は
不
法
と
認
め
ら
る

、
事
に
规
定
せ
ら
れ
た
け
れ
ど

.鬼
に
角
此
等
の
能

.刺
な
る
武
器
を

‘振
れ
る
勢
働
者
の

'
H
 

S述 

動
，.は
其

-功
を
麥
し
す
攻

.府

f
t卯
時
徵
兵
を
市
ズ
こ

-0

を
：2̂ 

た
，

',’.
,,,

I
C；

I
*1

I
I

I

*

參

«

1

M
M

I
<1：

聯

，合

ft

I

0)
議

I

I：

0

で

る

々

の

M
fll

か

i民b

• 

* 

/ 

H
. 

.
 

h
H
J
r
l
.

i
l
B
V 

H

/
 

-

男
兵

p

波
を
傻
潘
サ
る
事
！

^
は
、我

W
,す
^
國
務
ネ

B11

が
多

.サ
カ
た
。第
，
一.

曾
，相
の

.ァ
ス
ク

-
ス.. 

は

自

ぬ

廣

出

身

た

け

に

最

初

か

ら

徵

兵

制

，度
.に

反

激

で

ぁ

る

事

は

、
彼

，
が
’
與

三

國

愈

に

於

ヴ

る
 

，捕

韻

け

に.言

明

し

て

居.る
通
り
一
，
で
力

る
。要
す
る
に
內
簡
大
臣
の
多
數
は
依
然
義
勇
兵
赞
救
論 

者
で
ぁ
っ
て

f

陸

®
.

K
s

:
>

チ
ナ

i

制
後

i

し

て

貴

.
俘

を

負

ぅ

可

き

人
 

で

ぁ

，るi

«
ぱ
ら
取

^
汰
さ
れ
て
居
る
。英
國
人
が

'徵
兵
制
度
に
反
對
す
る

a
ぬ
は
前
か
ら
逃 

ベ
来
つ
だ
如
く

.で
ぁ

‘
.るが
、鼓
に
更
め
て
他
の

®
も
な
る
理
⑧

£

ぐ
れ
ぱ
、二

 )

之
が
お
め
國 

の
不
統

1

を
ポ
ィ

.虞
れ
ぁ
ふ
事
、三

)

旣
に
，減
少
し
て
居
：る
熟
微
職
工
ゆ
®

體
を 

し
む
る
事
、

2)

跟
«
品
職

H

の
人
激
を
增
ま
す
る
必
要
も
る

.事パ
W)

若
し
大
英
國
に
し
て
今
後
も 

2

,
上
同

I

國

援

助

せ

，

^
ま
る
み
ら
ば
、

i

を
资
分
に
維
持
す
る
必
婴
ぁ
る
事
等
で 

ぁ
る
。仍
で
英
國
政
ま
お
職
あ
制

«
を
、1

.時

渡

合

は

，て
、

<
r

使

は

ダ
I
ピ

ィ

卿

を

，募

兵

總

裁

に

，

命
L

て

大

々

的

.
に

墓

兵

オ

可

く

择

後

の

怒

力

を

就

み

：
ね

の

で

ぁ

る

。

：

ダ

I

ピ

ィ

厕

、が

募

兵

碑

識

xpil̂
ctĉ

も

enerai 

o
fザ
e

l

l
に
任
：命

せ

ら

れ4̂

め

.
4
ゅ

F
と
月

奶

(

二
八
九
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從

國
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徵
益
度 

奶
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ン



: 

ぐ
-
*
-
; 

/ 
\
、
 

\ 

w 

-

ん
フ
"
で
 

' 

J
J
1 

-
l

i

H

l

i

p

,

,

^

.
 ̂

r.

.
V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

^

i

-

> 

'
 
 ̂

 ̂

、
- 

. 

.
 

-
 

>

-:;
.
.
:
,
.
,
.
.
.

,
.
;
-

:-----マ

■,
 

.. ■
■ 

y
:、

■-
 

., s
-
_ 

,., 

':-

テ‘：--
.
.■-っ

- 

.. 
-
:■'
.
;
.
.

.

.
-
:パ.
,■ 

.̂ 
. 

, .
 

■
.へ
.，'
 

.

.
マ■ 

. .
 
. 

- 

ン
.

'
'
-
,

■
■ ■ 

■ 
■ -

.

\

 

-
V

 

. 

- 

. 

■

'
 

.

.

. 

■

,
 

.

\ 

-
-
-
.
-
. 

- 

- 

- 

' 

- 

- 

.
-
-
-
- 

- 

. 

' 

- 

.
- 

■ 

■ 

-

-

が
十
卷

0
1

九
0)

論
‘

跳
，
英國の

'强制徵

lif

ノ制庶 

、§
舰 

一

八

•

六S
で

あ

つ

た
/
 ?

^
ク

.ィ
ス
サ
机
は
國
會
に
向
つ
そ
ダ

i

ビ
づ
卿
の
今

.度
の
.募
兵
許

II:

は
實

.

に
義

s
r

兵
制
度
の
：齋
後
の
試

.全

石

で

：
あ
：づ

て

、若

：じ

此

の
'募
兵
に
‘し
て
所
要
め
人
員
を
得
る
こ 

,

i

が
出
來
な
か

C
V

た
，曉

に

は

，、不

得S

徵
兵
制
與
に
：依
る
の
外
な
い
、と
宣
言
し
た
。然
し
首
相
は 

;

又

0
々
、假
分
英
國
が

.强

制

，的
；
に
，
國

民

の

：

奉

公
.ど
：
.夏

求

す

，
る
：
事.に
，
な
.ウ
て
も
、S

婚
者
を
後
に
し
、

先
づ
ま

®

卷
か
ら
徵
發
す
る

.踏
ゎ
で
あ
る
と
誓
言
丄
一
た
の

.で
あ
る
。此
の
誓
言
は
實

.に
政
略
の

.

•

宜
し
き
を
得
れ
も
の

‘で
あ
つ
化
。此
の
誓
言
を
货
相
の

m

か
ら
得
た

.多
數
の
旣

•婚
者

(

彼i
：

の
中 

に
は
朱
婚
者
に
し
て
先
づ
奉
公
，の
義
務
を
：盡
せ
ぱ
欣
，む
で
服
務
す
可
し

i

條
仲
伸
で
徵
兵
制 

に
凝
成

.し
て

f

者
が
多
い

)

は
徵
兵
制
廣
論
者
と
變
じ
た
の
で
、後
日
®
制
徵
兵
令
の
通
過
に 

利
す
る
所
が
多
か

0

た
か
ら
セ
あ
る
。ダ

I
ピ
イ

.卿
は
マ
タ

.
キ
.
ン
イ
ン
將

®

を

辅

佐

官

と

し

て

' 

十
月
十

1

日
か
ら
十

1.

月
三
：十
日
に
至
る
迄
、大

‘々

的
募
兵
運
，動
を
：行

た

。英
國
の
勢
働
索

i
 

i
K

ふ
と

一

槪
に
利
己
的
觀
念
の
み
發
達

 >

し
：て
、愛
國
公
の
念
に
薄
き
も
の

i

斷
定
す
可
か
ら 

す
。彼
等

i

雕
も

V
イ
ド
：シ

」

ル
ジ
等
が
蒋

.三
の
演
說
に
聽
い
て
現

4

の
-事
態
の
重
大
な
る
夢

0
等
の
：
^
力
が

®

ち

に

戰

局に
：：

大

闕

係

を

ぱ

：
す.事
.尊

を

：會得
.：

し
、又
軍
需
品
法
に
依
て
彼

#

.
0
所
得
填
加

*せ
.：ふ
れ
た

‘の

で

、
漸

く

，
協

和.，的
i

度

を

収

，
•る

や

に

な

り
て
來
：
ね
。
锻

近

英

國

.'新

I

I
I

I

K !

聞

の
.
#
.る

所
.は

爐

れ
Vぱ
、
勢

欺

は

'海
.ぐ

，時

局

：
.
ホ̂

"解

於

かviz/

奪

っ

？

V-"、

今
：.は

最

後

、
の
，服 

利
躲
れ
に
狂
ね

.と
の
確
信
を
抱
き
、頗
る

"樂
概
的
に
，释
自

.の
業
務
に
従
事
し
つ
、
あ
り

' 

i
云
ふ 

事
で
あ
ヶ
。此
の
如
く
勞
働
满

i

雖
も

5

度
び
各
自
の
地
'位
が
明
か
に
な
っ
て
來
さ
へ
す
れ
ぱ 

欣
む
で
奉
公
の
急
に
赴
く
愛
國
心
に
欲
如
た
る
者
で
な
い
と

.云
ふ
信
職
を
根
據

i

し
て
、ダ

1 

ピ
ィ

®

は
主

i

し
て
勢
働
組
合
の

®

袖
蓮

i

會
商
し
て
寡
兵
の

'計

®
.を
立
て
た
。其
他
國
愈
に 

於
け
る
寡
兵
委
員

{Parliamentary 

Ê
ecruitlng 

cotnmittee)

及
び
各
地
に
寡
兵
委

R

を
設
け

& 

K
相 

應
じ
て
大
々
的

®

動
を
行
っ
た
。國
民
登
錄
に
依
て
慕
兵
に
應

t

可
き
資
格
あ
る
こ

i

の
明
か 

な
る
者
に
對
し
て
は
、募
兵
總

.裁
か
ら
ニ
々
勸
誘
狀
を
發
し
、又
地
方
々
々
の
委
員
か
ら
人
別
に 

f
f
i接

®

誘
し
た
。敢
て
强
制
は
し
な
い
け
れ
ど
、募
集
に
應
じ
な
い
理
由
は
嚴
密
な
る
批
制
を
下 

さ
る
、
の
で
あ
る

◊鼓
に
ダ

1

ピ
ィ

'卿
募
兵
針
盡
の
大
要
を
述
ぶ
れ
ば
、此
の
如
く
し
て
募
集
に 

應
じ

®

師
の
檢
査
に
合
格
し

；
：

i 

離
十
八
歲

s
r

至S

十

T

歳
の
男
子
を
ぱ
四
十
六
の
圓
體
に 

別

け
、免
づ
ま
婚
袁
を
以
て
年

.離

i

職
業
の
服
序
に
傲
て
サ
ニ

一
S

を
組
織
し
、膨
婚
者
を
以
て
同 

じ順
-:S
：

に
依
て
他
の

せ
！！！

圓
を
組
織
す
る
。而
し
て
，必
要
に
、摩

P

て

、
路

圓

體

の

順

序

.
^
,
以

て

徵
 

集
す
る
の
で
あ
る
。即
ち
第

1

の
求
滅
風

®

は
真
先

i.r

第
二
十
三
の
旣
照
圓
體
ぜ
敢
.も
後
に
徵

第十盤

'
,
.

(
n

丸
‘
C 

■ 

.

.

說
歡
國
の
强
制
徵
庞

‘ 

'
 

,S
T號' 

!

九

4
>

,

t

o

b

II：
?

iぅ:

At

ii:



ir

i/：H.

園
" t.V7i«?-"3'VT7vr>'i

-1

第十卷 

盤

せ

ら

る

れ

b
l九
ニ)

输

說

.
英國ゅ跟聰徵共，制
度

.,
 

热
H
i
. 

ニ0

A

1
.
で̂
あ
る
旷
し
て
二
週
間
み
豫
吿
を
與
へ
て
徵
集
す
る
ぶ
タ
ト
後
照
に
編
\
さ 

む
こ

i

を
忠
望
す
る

’者
は
、其
筋
の
許
可
を
經
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。突
れ
か
ら
速

#

に
'取
隙
こ 

編
入
さ
る
、
ポ

i
, J

時
豫
備
に
：置
か
れ
て
、隨
て
手
，.當は
な
く
後
日
必
要
に
應
じ
て
徵
集
せ
ら 

る
、

i

あ
る
。此
の
豫
侧
に
置
か
れ
て
，居
る
間
に
も
當
人
の
希
望
に
因
て
、兵
歐
の
織
訓
を
受 

く
る
こ

i

力
W

来
る
の

®

で
あ
る
。助
時
に
編
入
し
て
も

*當
局
の
都
合
上

j;

時
家
に
還
し
て
從 

の
業
務
を
ザ
る
こ
と
を
許
す
蔣
も
あ
る

"其
間
は

1

日
三
志
の
糊
合
を
以
て
手
當
を
給
し
、！！
 

の
豫

$
1

を
以
て
徵
集
す
る
て

 

.

ィ
则
は
此
の
所

l
i

グ
ン

)

ズ

シ

ス
夕
ム
の
計
齋

.に
依
て
、所
要
の
人
員
を
調
へ
む

i 

し
て
：n

綴
ま
し
い
大
述
動
を
行
つ
た
。政
府
も
.此
新
述
動
に
多
く
を
湖
待
し
て
居
た
け
れ
と
不 

幸
に
し
て
此
の
兵
計
®
は
遂
に
失
敗
に
畢
つ
た

も
の
i

認

め

ら
れ

た
。

7

ル
國
政
め
が

_あ
す
る
兵
數
が
架
し
て
幾
何
な
ら
や
、確
實
に
之
を
知
る
こ

i

難
け
れ
と
、ホ
十 

ニ 

二
十
ニ
 

n
國
に
於
け
る
ァ
ス

ク
：ィ
ス
首
相
の
演
，說
に
據
れ
ぱ
。開
戰
十
六
ヶ
月
後
に
於

け
る
咎
戰
線
に
立
て
る
获
國
兵

f

t
數
は
約
ぽ

一
1,

十
五
蒋
人
以
，上
に
上
ぱ

K
而

か
も
損
害
，の
M
 

ホ

"，め
に
多
數
ぐ
上
ぱ
义
が
故
、新
慕
の
兵
、を
化
て
之
‘
.
 ̂

充

る

の
 

就
悪
を
切
言
t
,て
努

I

J

J

I

t
f
l
u

十

四

時
 

グ
I

ビ

る
じ
タ
.
1
ビ
卿
毅
兵
の
成
織

.な

.り
J
C 

.
て
、
ネ

年1

月

六

旧

.
發

表

せ 

あ
る
。即
ち
此
の

W

説
の
下
に
徵
募
し
得
べ
か
り

.し
人
員
は

/ 

-

れ
れ
所
は
®
の

米

0 

S

此
W

應！： §

を

e

出
で
た
る
.者 

未

0

激
 

既

0

傲

此
內
却
下
さ
れ
た
紫

.

米
/細

者

， 

. 

旣 

0 

.

k

し
て

®

が
ら
れ
れ
る
志
®
者 

朱

附

教

 

,

•

旣

0

教

，

は
前

M
の
速
.ね
編
入
と
し
て
庶
ち 

未

她

.

教
ゾ 

'

邸
.
.
.⑩
-

ポ

- 

;
'

坑
十
怨.

0
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九
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ニ
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，九
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ニ
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0

r
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五
o
'
o
o
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*六
七
*
ニ1

六
ミ

論

眺

J
10 

七 

d

o

o 

ニ
ニ
‘

1
"

八
五
H

の
內

-
O
H
'
O
.
O
O

! 

! 

二
、四！！1

!

に
入
隊
を
命
せ
ら

K

ひ
•0
0。

' 
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度

 

S
0 

ニニ
 

は
豫
備
編
入
と
し
て
グ
ル
ー
プ
シ
ス
テ
ム
の
人
員
簿
に
登
錄

せ
ら
，れ
た
。
 

右
>の
^
^
5
^
に
依
て
，觀
れ
ぱ
、末
婚

«
中
、應
墓
を
中
出
で
な
か
つ
た

«
K
I
I

ニ
商
九
千

1
U
：：

三
十

r

人 

を
算
し
、北
ハ
内
で
三
十
七
お
八
千
七
十
一
人
は
兵
役
外
の
他
の
國
家
に
取
て
必
要
缺
く
可
か
ら

ざ
る
任
務
に
從
す
る
が
故
、之
を
控
除
し
た
る
殘

b

の
未
婚
ポ
六

*

j
-

五
巧
一
千

1
2

六
十
人
は
、

卿
の
報
吿

•にE

 
く

、

是
れ
到
底
看
過
し
得
べ
き 

未
婚
者
を
得
る
に
非
れ
ぱ
、之
に
先
ち
て
既
婚

全
然
墓
集
か
ら
逸
し
れ
も
の
で 

數
に
非

t

他
の
何
等
か
の
手
段 

0
の
服
‘務
を
利
用
す
る
に
由
な

に ..あ 

依 ，る 

てタミ

是 ]

等 ビ  

の ィ

し

ハ

ダ
I

ビ
ィ
卿
の
慕
兵
計
盡
が
滿 

密
は
非
の
大
決
斷
に
出
づ
る
の 

は
決
し
て
何
®
の
徵
兵
制
徙
に
も 

自
ぬ

M
侧
.の

ク

ィ

ス

首

相

も

法
紫
の
反
對
激
で
あ
ウ
れ

i

傅

へ
ら
れ

.て
居
る
。然
し
義
與
兵
制 

.た
の
で
め
る
。然
も
六
十
五
氣
人

i

云
ふ
雕
，慕
資
格
あ
シ
者
は
，見
す

統 赞  ' 外 足  

成 は な  

m す な る  
侧 る い 結  

の も W 果

元 の に を  

老 で 述 齋  

パ な ベ ら 

ノレいすこさ  

フ 現 る な  

ォ に 如 か

つ
れ
以
上

は
、英
，國

政
府
た
る 

く

、

英
國
政
府
は
主
義
と
し
て 

聯
合
ほ
開
の
ニ
大
独
石
た
る 

I

ァ
も
最
後
ま
で
强
制
徵
兵 

度
は
旣
に
最
後
の
試
驗
を
經

凝
盤
の
朝
か
ら
逸
せ

も
れ
•て
S

る
.。是
等
を
她
獲
す
る

n
.は
：
S

の
.，厳
も
，
.赚
趙
す
る
？
段
に
翦
る
の
，

.外
，#

i
,可

雄

i

,

V
 

/ 

. 

. 

. 

. 

, 

■

:

.て
な
い
。势
働
者
は
依
然
と

-
^
.て徵

•兵
制
度
に
反
對
の
氣
灣
を
揚
で
る
。愛
蘭
♦
も
强
く

 

S

S

L
 

岀
し
た

。
#
常
の

•チ
，
V
ン
マ
に
か
、
つ
た
、英
國
政
府
の
苦
悶
察

.す
可
き
で
あ
る
。閣
内
で
も
®
論 

が
兩
派
に
分
れ
と
觅
ぺ
て
、

®

成
.灼
閣
分
裂

■の
港
機
が
傅

4

られた-
いょ搬制徵兵法
 

案
が
國
會
に
提
出
せ

.ら
れ
れ
の
は

.1..

月
丑

J

で
あ
ク
セ
が
、并

S

日
を
：以

.度
、內

務

大

ナ

I

ジ 

 ̂

I•サ

ィ

を，X

は
僻
表

.を
撮

W

し
.た
'。1:',.

月
後
に
は
勞
働

*
曲
身
の
：內
閣
員
れ
る
敎

W

院
‘總

M
 

へ
ン
ダ

.I

ッ
ン
、內
務
次
官
ズ
レ

1

K
、出

納

省

次

卿

*

ハ
I

ッ

の

三

名

も

微

表

を

ほ

げ

た

.。然

し 

是
等
三
人
は
時
局
の
必
要
上
、徵
兵
案

U

は
賛
成
で
あ
つ

^

が
、勞
働
大
會
ベ
が
服
制
徵
兵
案
反

S 

め
決
識
を
發
表
し
た
：め
，セ

4
:

盤
僻
表

★
提
：出
し
た

け
：，，れ
ど
、

其

後

：
努

働

組

命

の

多

數

も

徵

を

，集 

め
已
む
を
得
ざ
る
方
策
な
る

i

を
認
め
ね
の
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、
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1

月
十

S

日
2
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A
辭
表
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撒
旧
し
ね

® 

緒
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®

職

し

た

，の
は
、
サ

ィ

ギ
シ

1

人
で
ホ

ゲ
れ
。而
じ
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'徵
兵
案
決
行
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最
も
首
相
じ
您
想
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て
力

あ

つ

た

：の

将
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品

太
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ィ
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セ
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强
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徵
兵
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案
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知
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0
0
a
0
を
綜
合
す
み

®
、其

.
®點

.は
矢
購
タ
十
八
歲
乃
至

®
.檢

1

歲

幣

十

货(

ニ
九Jf?) 

0 

U

英
韻
の
张
制
徵
兵
制
庶 

.
§
i 

iini

m '

m
it

.

^

^

E

K

h

r

Ĥ̂
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を
政
治
上
の
自

t
o 

相
容
れ
な
い
制
度

.に
柔
順
に
屈
從
す
る
よ
ゎ
も
、寧
ろ
愛
國
心
の
欠
乏

i 

批
難
せ
ら
る
.、
の
を
甘
受
し
た
の
で
あ
る
。同
盟
罷
業
や
徵
兵
反
*
の
蓮
動
は

、
®
だ
に

®
線
に
：
 

立
て
る
其
，间
胞
じ
非
觉
の
苦
痛
を
與
へ
れ
の
み
な
ら
す
，

.外
國
に
對
し
て
も
、英
國
の
名
‘春
を
揚 

し
、聯
合
侧
の
大
目
的
に
對
し
て
少
な
か
ら
ざ
る
損
害
を
與
へ
：ね
の
で
あ
る
。然
し
同

ii'

罷
業
も 

徵
兵
反
對
運
動
も
其
精
鯽
の
底
を
叩
け
ば

、
.

I.

槪
に
勞
働
者
の
奉
，公
心
の
欠
乏
ふ
の
み
云

.へ.な 

い
，
®
主
が
勞
働
者
の
見
地
に

iijs

目
で
あ

.つ

た

こ

と

や

：、戦
，時

慎

格

や

、戦

時

，利

.
Sの
：問

題

に

.對

す

稱

十

卷(

ニ
九
i

牆
說
英
國
の
强
制
徵共
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欺 

S
1號 

ニ
五
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ニ九
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駒

說

篇

の

i

徵兵制度
 

第
i
 

ニ
®

0

f
 »
男
ま
嚴
潔
タ
カ
挪
夫
を
も

#

む)

の
服
役
を
；
♦

要
.
^
.す
る
も
：の
で
ぁ
る
。而
し
て
愛
蘭

\

,.

全
然
國
民
独

を
異

‘に：
し
旦
此
ル
法
案

，に

反
働
卷
が
多
數

で
ぁ
る

i
云

ふ
の
で

之
を
杂

外
し
、

ク

"

I

け

I

敎

徒

の

如

タ

信

仰

上

兵

役

に

就

く

能

は

ざ

る

‘者

も
弥

之

を

臉

外

す
る
。夫
れ

か
ら 

.

施

ボ

®

服

は

今

囘

の

戰

爭

繼

績

中

で

、皇

帝

の

裁

，！

^

後

す

E
I
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を
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實

施

せ

ら
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集

の

ぷ
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可

後

二

十

1
'
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日

な
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云

ふ
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ぁ

，
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。
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加
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し
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過
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十
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ニ
十
六
日

上
院
は
第

1:

ー
識

愈
を
通
過
せ
し
め
た
。無
論
其
後
直
ち
に

S
. •
會
を
通
過
し
て
皇

命
の
裁
可
を

經
れ
當
で
あ
る
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.

,
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此
の

如
く
與
國
.は

1
,’

時
の
急
要
に

返
ら
れ
て
遂
に

强
制
徵
兵
制
，

度
を

狱

お
し
た
け
れ
ど
，圓 

ょ
ゥ
內
簡
大
臣
始
め
國
民
の
大
多
數
は

.

主
義
i

し
て

か
、
る
制
度
を

赞
成
し
た
の
で
は
，.̂
、
 

力
ら
來
の
義
勇
兵
制
度
は
依
然
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す
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ぁ
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英

國

政
‘俯
が
義

？3

策
制
の
最
後
の
試

み
-:0

し

'
e

努

：力

む

たダ

I

ピ

ィ

卿

；
の

慕

兵

許

韻

：も 

豫

網

の

效

嚴

泰

す

る

.，こ

i

が
W

來
，
す
、

一

ホ
.に
’於

ズ

國
.家
.の
.安

愈

存

の

峡

る

、
大

4
=:̂

機
に
‘

隙

し

て

勞

働

者

命一、が
募
兵
反

S
'
G
V
浑
動

t
る

の
を
見
て
英
國
：
A

の
：爱

S
:心
を
疑

ラ

者

が

參

：
 ̂

.や
ぅ
で
あ
る
け
れ
ど
、此
の
如
き
は
、濫
ぐ
に
他
を
評
す
る
も
の
で

0

る
i

思
ふ
。英
國
.が
歐
ネ
陛 

.や
我
が
日
本
の
如
き
徵
兵
制
度
に
依
ら
な
い
で
、見
に
角
三
百
萬
人
に
近
い

(

此
の
數
字
不
精
確 

な
り

i

K
ス
ク
ィ
ス
首
相
も
斷
ウ
て
居
る

)

兵
員
を
徵
集
し
得
た
る
こ
と
は
英
國
人
な

.：
ら

で

‘
は 

出
來
な
い
事

-
J

思
は
れ
ぬ
で
も
な
い

#

か
も
英
國
は
前
に
も
述
ベ
，た
如
ズ

.今
囘
の
戰

1
サ
に
依 

ャ

米
だ

尺
寸
の
土
地
も
失
つ
て
居
な
い
の
み
な
ら
す
、

交
戰

地
は
：何
れ
も
海
を
隔
て
た
外
國
で 

あ
る
。蔣
國
人
の
敵
條
心
の
，容
易
に
白
熟
點
に
達
せ
ざ
る
こ

i

理
由
な
し
と
し
な
い
。义
势
働
激 

め
行
動
は

英
國

傅
來
の
自
由
主
義

i

相
博
る

も
の
で
は

.な
い
。彼
等
は
彼
等
の
認
め
て
正
な
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論
，
0
.
英
國
の
'强
制
徵
兵
制
幾
ン

る
政
府
の

.遣
方
の
失
败
や
、就
中
資
本
家
と
勞
働
者

i

の 

き
國
家
の
間
题
に
對
し
て
責
任
を
感
す
る
念
の
薄
か
つ 

S

る
不
幸
な
る
結
果
を
齋
ら
し
れ
の
で
あ
る
。然
し
前
述

第m

號
'

の n 間 

如 事 が  

く や 陳  

勞 種 隔  

働 々 し

勝 施 國 う は 反 重  

利 は 人 然 當 對 大  

を 多 力 ダ し 初 に に  

獲 少 古 乍 所 も し  

る の 來 ら 要 係 て  

爲 困 の 徵 の ’は 隨

に 難 傅 兵 兵 ら ゥ  

切 に 說 制 員 す 、 て 

に 遭 潛 度 を 政 自  

其 遇 慣 の 獲 府 己  

の す に ® て は の  

成 る 反 値 最 遂 地  

功 も し は 後 に 位  

を の た 實 の 强 貴  

祈 i る 施 勝 制 任  

る 覺 ^ 後 利 的 の  

も 悟 種 の を に 重  

の せ の 成 I f 徵 き  
で ね 革 續 す 兵 こ  

あ ぱ 命 如 る す i  

る な を 何 の る を  

ニ ら 悟

る

に

至 

事

に

し

た 

信
念
を
益 

依

て

決 

ぅ

の

で 

ぬ
。我

輩 

月

十

三

行 に

日 は あ せ 々 の つ

て
，直
接
自
家
に
關
係
な 

の
原
因
が
權
湊
し
て
か 

者
も
今
や
漸
く
時
局
の

’ 

た
の
み
な
ら
す
、彼
等
の 

で
あ
る
か
ら
、英
國
政
府 

圓
く
し
た
こ

i

で
あ
ら 

ら
る
、
間
题
で
あ
る
。英 

る
か
ら

、强

制
徵
兵
の
實 

我
が
同
盟
諸
國
最
後
の 

稿
了)

戰
後
の
：輕
濟

.

的
革
新

(

三)

. V 、

阿

部

秀

助

E

於 法  

け に 將

に!)

で 濟

ノ レ 的

フ 關 る よ 來

け 

る

獨 

填 

雨 

國

の 

經 

濟 

的 

接 

近 

が 

果 

し 

て

如 

何

な 

る

形 

式:

の 

下 

に

如 

面 何  

現 な

時 る  

經 に 方

於て
齋
ら
さ
る
，可
き
や
に
就
き
て
は
、先
づ
此
問
题
研
究
の
前
提
と
し
て
、一
 

獨
填
兩
國
の
經
濟
的
發
，達
を
考
量
す
る

i

共
に
、他
面
、以
上
兩
國
の
現
時
に
於
け
る 

係
を
觀
察
す
る
の
必
要

あ
り
、m
、前
者

中
、獨
逸
方
面
の
經
濟
的
發
達
に
就
き
て
は
、旣
に 

タ
ヒ

」

及「

ハ
グ
ム
ス

」

の
著
あ
る
を
以
て
論
者
は
專
ら
填
國
方
面
の
經
濟
的
齋
達
に
就 

き
て
考
察
を
試
み
ん

i

欲
す

。
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